
【金融機関さまへ】

経営安定関連保証（セーフテｲネット保証）５号

利用における業況報告につきまして

平成 23 年 6 月 1 日以降に、セーフテｲネット保証５号にかかる保証申込を行った

場合につきましては、利用企業者毎のモニタリングと【業況報告書】（別添）の提出

が必要となります。

モニタリング期間は上半期（４月～９月）と下半期（10 月～３月）を定期として、

上半期の報告書は 10 月～11 月末までに、下半期の報告書は４月～５月末までに提出

していただくことになります。なお、当該保証が完済または代位弁済となった場合

は、報告不要となります。（【具体的イメ－ジ】参照）

（注１） 新規の保証金額が 1，250 万円以下のもの、または保証期間が１年以内のも

のについては、報告対象から除外します。

（注２） 業況報告書を提出しなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う

際にその理由を記載した書面を提出していただくことになります。

【具体的イメージ】
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【業況報告書】

山梨県信用保証協会 御中

平成 年 月 日

業況報告書

顧 客 番 号

フ リ ガ ナ

顧 客 名

訪 問 記 録

[訪問回数]

回 ／ （ 上半期 ・ 下半期 ）

[最終訪問日]

平成 年 月 日

[最終訪問時の状況・気付いたこと]

最近 6ヶ月の月別売上

月 月 月 月 月 月

千円 千円 千円 千円 千円 千円

[売上の傾向] （ 増加 ・ 横這い ・ 減少 ）

特 筆 事 項

[売上の増減要因、焦付発生、その他特筆すべき事項]

課題・今後の見通し等

[課題、業績及び資金繰りの見通し等]

取 引 状 況

預金

千円

融資 プロパー

千円

保証協会付

千円

（平成 年 月 日現在の残高） ※別添可

金融機関名 （ 支店） 担当者

電話番号（ ） －


